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 議事日程第 ２ 号                               

 

令和元年（２０１９年）招集大阪狭山市議会定例会６月定例月議会議事日程 

令 和 元 年 （ ２ ０ １ ９ 年 ） ６ 月 ６ 日 午 前 ９ 時 ３ ０ 分 開 議 

議会期間（令和元年６月６日から同月２８日まで２３日間） 

 

日程第 １   発議第１２号  会議録署名議員の指名について 

日程第 ２   諮問第 １ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第 ３   諮問第 ２ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第 ４   諮問第 ３ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第 ５   議案第 ４ 号  大阪狭山市副市長の定数を定める条例の一部を改正

する条例について 

日程第 ６   議案第 ５ 号  特別職の職員の給与の特例に関する条例及び大阪狭

山市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第 ７   議案第 ６ 号  大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例の一 

部を改正する条例について 

日程第 ８   議案第 ７ 号  大阪狭山市手数料条例の一部を改正する条例につい 

               て 

日程第 ９   議案第 ８ 号  大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営 

               に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に 

               ついて 

日程第１０  議案第 ９ 号  大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す 

               る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１１  議案第１０号  大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例につ               

いて 

日程第１２  議案第１１号  工事請負契約の締結について 

日程第１３  議案第１２号  令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計補正予算 

               （第２号）について 

日程第１４  議案第１３号  令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市介護保険特別会計 
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               （事業勘定）補正予算（第１号）について 

日程第１５  議案第１４号  令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計 

               補正予算（第１号）について 

日程第１６  報告第 １ 号  平成３０年度（２０１８年度）大阪狭山市一般会計予算繰越 

               明許費繰越計算書の報告について 

日程第１７  報告第 ２ 号  平成３１年度（２０１９年度）公益財団法人大阪狭山市文化 

               振興事業団の事業計画及び予算の報告について 

日程第１８  請願第 １ 号  請願書「太陽光パネル２０％削減並びに設置場所移 

               動のお願い」について 
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発議第１２号 

 

 

会議録署名議員の指名について 

 

 

 大阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭山市議会規則第１号）第８０条の規

定により、下記のとおり署名議員を指名する。 

 

 

    令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                   大阪狭山市議会議長  岡 由利子  

 

 

記 

  

 

             ３番  松 井 康 祐 

             ４番  端   雅 
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諮問第 １ 号 

 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

    令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

  

      住 所  大阪府大阪狭山市大野台三丁目５番２２号 

 

      氏 名  石 井 重 光 

 

           昭和１８年２月１２日生 
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諮問第 ２ 号 

 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

    令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

  

      住 所  大阪府大阪狭山市西山台五丁目１番８－５０２号 

 

      氏 名  中 西  隆 

 

           昭和２５年９月１０日生 
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諮問第 ３ 号 

 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

    令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

  

      住 所  大阪府大阪狭山市今熊一丁目１４８番地 

 

      氏 名  山 中 雅 典 

 

           昭和２６年１０月１６日生 
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議案第 ４ 号 

 

 

         大阪狭山市副市長の定数を定める条例の一部を            

         改正する条例について 

 

 

 大阪狭山市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

    令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   大阪狭山市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市副市長の定数を定める条例（平成１８年大阪狭山市条例第４０号）の一

部を次のように改正する。 

 

 本則中「１人」を「２人以内」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、令和元年７月１日から施行する。 
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議案第 ５ 号 

 

                                       

特別職の職員の給与の特例に関する条例及び大 

阪狭山市特別職の職員の退職手当に関する条例 

の一部を改正する条例について 

    

 

特別職の職員の給与の特例に関する条例及び大阪狭山市特別職の職員の退職手当

に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

    令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   特別職の職員の給与の特例に関する条例及び大阪狭山市特別職の職員の退職手

当に関する条例の一部を改正する条例 

 

（特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正） 

第１条 特別職の職員の給与の特例に関する条例（平成２８年大阪狭山市条例第 

２０号）の一部を次のように改正する。 

  第１条の見出し中「市長及び副市長」を「特別職の職員」に改め、同条中「及び

副市長」を「、副市長及び教育長（以下「特別職の職員」という。）」に、「平成 

３０年１０月１日から平成３１年４月２６日」を「令和元年７月１日から令和５年

４月２６日」に改め、「（平成３０年１０月１日から同年１２月３１日までの間につ

いては、市長及び副市長の給与の特例に関する条例（平成３０年大阪狭山市条例第

２２号）の規定により支給されることとなる給料の月額）」を削る。 

  第２条を削る。 

第３条の見出し中「市長、副市長及び教育長」を「特別職の職員」に改め、同条

中「市長、副市長及び教育長」を「特別職の職員」に、「平成３０年１０月１日か

ら平成３１年４月２６日」を「令和元年７月１日から令和５年４月２６日」に、「前

２条」を「前条」に改め、同条を第２条とする。 

（大阪狭山市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第２条 大阪狭山市特別職の職員の退職手当に関する条例（平成２年大阪狭山市条例

第１６号）の一部を次のように改正する。 

附則第７項中「平成３０年４月２７日から平成３１年５月１７日までに」を「令

和元年７月１日から当分の間において、」に、「１００分の５０」を「１００分の 

３０」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第 ６ 号 

 

 

大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例 

の一部を改正する条例について      

 

 

大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のとお

り提出する。 

 

 

令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例（平成３０年大阪狭山市条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

 

 附則第３項の見出し中「第１号被保険者」を「平成３０年度における第１号被保険

者」に改め、同項中「所得の少ない第１号被保険者の保険料の軽減の強化を図るため、」

及び「から平成３２年度までの各年度」を削り、同項ただし書を削り、附則に次の１

項を加える。 

 （令和元年度における第１号被保険者の保険料率の軽減） 

４ 新条例第８条第１項第１号から第３号までに該当する者の令和元年度における保

険料率は、同項第１号から第３号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１

号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 新条例第８条第１項第１号に該当する者 ２７，９４８円 

 ⑵ 新条例第８条第１項第２号に該当する者 ４２，８５４円 

 ⑶ 新条例第８条第１項第３号に該当する者 ５４，０３３円 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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議案第 ７ 号 

 

 

大阪狭山市手数料条例の一部を改正する条例に 

ついて      

 

 

大阪狭山市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市手数料条例（平成１２年大阪狭山市条例第１０号）の一部を次のように

改正する。 

 

別表第５の４の項中「第２０条の２第１３項」を「第２０条の２第１４項」に、「第

３８条の４第２２項」を「第３８条の４第２３項」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ８ 号 

 

 

大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び 

運営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

る条例ついて      

 

 

大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年大阪狭山市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  

第１１条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長」を加える。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ９ 号 

 

 

大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に 

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

について 

 

 

大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

   令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人     
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大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

× 

大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年大阪狭山市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

       

第７条第２項中「適用しないこと」の次に「とすること」を加え、同条に次の２項

を加える。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第１項に規定する施設

のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって、市長

が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として

適切に確保しなければならない。  

 ⑴ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の２第１項の規定

による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第１２項に規定する業

務を目的とするものに限る。） 

 ⑵ 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする保育施

設であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児

の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの 

第１７条第２項第３号中「。附則第２条第２項において同じ」を削る。 

第３８条第２号中「（平成２４年法律第６５号）」を削る。 

第４６条中「第７条第１号」を「第７条第１項第１号」に改め、同条に次の１項を

加える。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２号に規定 

する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第３条において「特

例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第７条第１項本文の規定

にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

附則第２条第２項中「（第２３条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実 
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施されるものに限る。）」を削る。 

附則第３条中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業を

除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１０号 

 

 

大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例 

について 

 

 

大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市火災予防条例（昭和３７年大阪狭山市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

 

第２９条の５第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」に改め、同条中

第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設

用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有す

る消防の用に供する設備等に関する省令（平成２０年総務省令第１５６号）第３

条第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例に

より設置したとき。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１１号 

 

 

工事請負契約の締結について 

 

 

 下記のとおり工事請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年大阪狭山市条例第１２号）第２条の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

１ 契約の目的  大阪狭山市立第七小学校大規模改造（管理棟他）工事 

 

２ 契 約 金 額  ￥３０５，５６３，３２０－ 

 

３ 契約の相手方  大阪府大阪市平野区瓜破七丁目１番５号  

          西野建設工業株式会社 

          代表取締役 西野 順一 
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議案第１２号 

 

 

         令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計補正予 

         算（第２号）について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和元年

度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第２号）を別案のとおり提出する。 

 

 

    令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第１３号 

 

 

令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市介護保険特別会 

計（事業勘定）補正予算（第１号）について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和元年

度（２０１９年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）を別案のと

おり提出する。 

 

 

    令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第１４号 

 

 

         令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市池尻財産区特別          

         会計補正予算（第１号）について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和元年

度（２０１９年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計補正予算（第１号）を別案のとおり提出す

る。 

 

   

令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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報告第 １ 号 

 

 

         平成３０年度（２０１８年度）大阪狭山市一般会計予算 

         繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、平

成３０年度（２０１８年度）大阪狭山市一般会計予算繰越明許費繰越計算書を次のとおり報告

する。 

 

 

    令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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報告第 ２ 号 

 

 

         平成３１年度（２０１９年度）公益財団法人大阪狭山市 

         文化振興事業団の事業計画及び予算の報告につ 

         いて 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、平成

３１年度（２０１９年度）公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団の事業計画及び予算につい

て別紙のとおり報告する。 

 

 

    令和元年（２０１９年）６月６日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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